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１ 論点・課題

○現状の課題

・ 空き家率の増加傾向

・ ニーズの有無

・ 収入超過者、高額所得者の受け皿としての必要性

○これまでの取り組み

・ 中堅所得者向けの特定公共賃貸住宅から低所得者向けの準公営住宅への転換

上記を踏まえ、特定公共賃貸住宅の今後のあり方について。
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特定公共賃貸住宅の今後のあり方



特定公共賃貸府営住宅について①

■概要

地域に住む中堅所得者で住宅に困窮しているファミリー世帯が対象として、特優賃法に基
づき、平成１２年～１６年までに７団地１２５戸の管理を開始した。

住宅セーフティネット法の施行等により制度が再編され、新規供給は終了している。

＜現在の入居要件等＞

・入居申込時点の月額所得が１３万９千円～４８万７千円

・随時入居募集中
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特定公共賃貸府営住宅について②

■整備後の経過

・国庫補助により入居時から徐々に家賃をひきあげていく傾斜家賃方式で家賃減額措置
を講じてきたが、空家が年々増加。平成２３年度末には入居率が３２％まで低下

・そのため、平成２４年に条例を改正し、公営住宅と同様の運営形態に転換（準公営化）で
きる規定を整備した。

・平成２４年度から令和４年にかけて準公営化を推進（１０４戸を転換）

■今後の課題

・準公営化の推進により一時入居率は９割に達したが、現在は７１％であり、さらに府営住
宅への転換を進める必要がある。

・一方で、当該住宅が府営住宅における収入超過者・高額所得者の受け皿となっている
面がある。また、国土交通省から、会計検査院の指摘を踏まえた「高額所得者に対する
明渡しの推進」について度々通知があり、その中で「他の公的賃貸住宅等のあっせん
その他の明渡しを容易にする取組みの実施」、についても求められていることから、その
手段として、一定数を確保しておく必要性はあると考えられる。
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特定公共賃貸府営住宅について③

＜現況（現在の管理戸数等）＞

参考：府内市町村の状況は、７市町（京都市、京丹後市、南丹市、木津川市、京丹波町、

伊根町、与謝野町）で１０４戸を確保
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（参考）府営住宅の家賃について



府営住宅の家賃について①
府営住宅の家賃は、入居者の負担能力（収入）に応じて、立地･規模等の応益性で決定する応
能応益制度の考え方によっている。

家賃（法第１６条、法施行令第２条、条例第１８条で規定、利便性係数のみ事業主体で決定）

＝家賃算定基礎額×市町村立地係数×規模係数×経過経年係数×利便性係数（３０ページ参照）
※毎年の世帯収入の申告に基づき、翌年度家賃を決定するため、毎年家賃額が変動する。（Ｈ９年までは定額制家賃）
※家賃算定基礎額は公営住宅法施行令第２条で定められた収入分位に応じた家賃額

収入超過者の家賃（法第２８条、法施行令第８条第２項）
＝上記家賃＋｛（近傍同種住宅の家賃）－（本来家賃）｝×（収入に応じて設定される率）

高額所得者及び収入未申告者の家賃（近傍同種住宅家賃） （法第１６条第２項、法施行令第３条で規定）

＝｛（基礎価格×利回り）＋償却費＋修繕費＋管理事務費＋損害保険料＋公租公課＋空家等引当金｝÷１２月

※基礎価格は建物の推定再建築費から経年減価を行った額に敷地の時価を合計したもの

※ 裁量階層：入居要件（収入基準）が緩和されている世帯。府営住宅では、障害者世帯、
高齢者世帯、新婚世帯、小学生以下のこどものいる世帯、多子世帯等を対象に緩和。

※ 認定収入額の年収換算額（３人世帯で１人が給与所得者の場合）
本来階層：年収約４００万円 裁量階層：年収約４８３万円 高額所得者：約６３０万円

備考基準となる認定収入額

所得に応じた家賃～１５８，０００円本来階層

所得に応じた家賃～２１４，０００円裁量階層※

割増家賃１５８，００１～（２１４，００１～）収入超過者（裁量階層の場合）

近傍同種住宅家賃３１３，００１円～高額所得者
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府営住宅の家賃について②
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府営住宅の家賃について③
収入超過者・高額所得者制度（その２）
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現状

• 平成２１年法改正により、収入超過者及び高
額所得者と認定される収入月額（※）が下がっ
たため、経過措置の終了する平成２６年度から
収入超過者、高額所得者ともに増加している。

※ 認定収入額の変更

・高額所得者（397,000→313,000）
・ 収入超過者（200,000→158,000）
うち裁量階層（268,000→214,000）

課題

• 公営住宅法上、高額所得者については、住宅
の明渡請求を実施することができるが収入超過
者については、明渡し努力義務にとどまる。

制度概要

•入居後、所得の上昇により公営住宅の入居者
資格である収入基準を超過し収入超過者又は
高額所得者と認定された入居者に対して、たい
あっぷ住宅、特公賃住宅の募集情報を提供す
ることで住み替え又は転居指導している。

• 高額所得者については、呼出指導等を実施し
計画的な退去を指導している。

• 認定により、高額所得者は直ちに近傍同種住
宅の家賃に、収入超過者は、段階的に上がり
数年で近傍同種住宅の家賃になる。

実績

※令和５年度に高額所得者1名につき、明渡請求実施。

R６年度R５年度R４年度区分

６８６戸６９９戸６９６戸収入超過者

１３戸１３戸１４戸高額所得者

制度概要・実績 現状・課題

府営住宅の家賃について④
収入超過者・高額所得者制度（その１）
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